
○厚木市公契約条例 

平成24年12月25日 

条例第29号 

（目的） 

第１条 この条例は、市が締結する公契約に係る基本方針を定めるとともに、

市及び受注者の公契約の締結に伴う責務を明確にすること等により、当該業

務に従事する労働者等の労働環境の整備並びに公契約に係る事務及び事業

（以下「公契約事務等」という。）の質の向上を図り、もって地域経済の健

全な発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 公契約 市が締結する工事又は製造その他についての請負の契約及び地

方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により市の指定

を受けたものと市が締結する公の施設の管理に関する協定（以下「管理協

定」という。）をいう。 

(2) 市長等 公契約を締結する権限を有する者（受注者を除く。）をいう。 

(3) 受注者 市と公契約を締結する者をいう。 

(4) 受注関係者 次に掲げる者をいう。 

ア 下請、再委託その他いかなる名称によるかを問わず、市以外の者から公

契約に係る業務の一部について請け負う者 

イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律（昭和60年法律第88号）に基づき受注者又はアに掲げる者へ公契約

に係る業務に従事する労働者を派遣する者 

(5) 労働者等 次に掲げる者をいう。 

ア 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基

準法（昭和22年法律第49号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみ



を使用する事業又は事務所に使用される者を除く。） 

イ 自らが提供する労働の対価を得るため、受注者又は受注関係者から公契

約に係る業務を請け負う者 

（基本方針） 

第３条 公契約事務等の実施に当たっての基本となるべき事項（以下「基本方

針」という。）は、次のとおりとする。 

(1) 公契約の過程及び内容の透明性を確保すること。 

(2) 適正な競争を促進し、より予算を有効に執行すること。 

(3) 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。 

(4) 公契約の適正な履行を確保すること。 

(5) 労働者等の労働環境に配慮すること。 

(6) 地域経済の活性化に努めること。 

（市の責務） 

第４条 市は、この条例の目的を達成するため、基本方針の下に公契約に係る

施策を推進するものとする。 

（受注者の責務） 

第５条 受注者は、市の事務及び事業を実施する者としての社会的責任を自覚

し、公契約を適正に履行するものとする。 

２ 受注者は、労働者等の労働環境の整備に努めるものとする。 

３ 受注者は、受注関係者との契約を締結するに当たっては、関係法令を遵守

することが公契約事務等の質の向上に資することを認識し、その契約を締結

するものとする。 

４ 受注者は、市が推進する公契約に係る施策に協力するものとする。 

（労働報酬下限額） 

第６条 市長は、毎年、次の各号に掲げる公契約の種類ごとに、当該各号に定

める者に対して支払われるべき１時間当たりの労働の対価の下限の額（以下

「労働報酬下限額」という。）を定めるものとする。 



(1) 市が発注する予定価格１億円以上の工事の請負契約（以下「対象請負契

約」という。） 対象請負契約に係る業務に従事する労働者等（農林水産

省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため毎年度決定する公共工事

設計労務単価（以下「設計労務単価」という。）に掲げる職種の業務に従

事する者に限る。） 

(2) 市が発注する予定価格1,000万円以上の業務の委託に関する契約及び管理

協定（市長等が別に定める契約及び管理協定に限る。以下「対象委託契約」

という。） 対象委託契約に係る業務に従事する労働者等 

２ 労働報酬下限額は、対象請負契約及び対象委託契約の内容に応じて、次に

掲げる額等を勘案して定めるものとする。 

(1) 設計労務単価 

(2) 最低賃金法（昭和34年法律第137号）第９条第１項に規定する地域別最低

賃金において定める最低賃金額 

(3) その他公的機関が定める労務単価の基準 

３ 市長は、労働報酬下限額を定めようとする場合は、厚木市労働報酬審議会

の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、労働報酬下限額を定めた場合は、これを告示するものとする。 

（契約において定める事項） 

第７条 市長等は、対象請負契約又は対象委託契約においては、前条第１項各

号に掲げる者に対し、受注者が同条に規定する労働報酬下限額以上の労働の

対価を支払わなければならないことその他のこの条例の目的を達成するため

に必要な事項を定めるものとする。 

（労働報酬審議会） 

第８条 市長は、労働報酬下限額等について調査審議するため、事業者等で構

成する厚木市労働報酬審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

（出資法人等） 



第９条 市が出資その他の財政上の援助を行う法人であって、規則で定めるも

の（以下「出資法人等」という。）は、この条例の目的に沿って、出資法人

等が当事者となる契約については市が当事者となる契約に準じた取扱いをす

るよう努めるものとする。 

（点検等） 

第10条 市長は、５年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況の点検及び

評価を実施し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、

市長等が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第６条、第８条並

びに附則第３項及び第４項の規定は、同年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第７条の規定は、この条例の施行の日以後に、公告その他の申込みの誘引

又は指定管理者の指定の申請に係る告知を行う対象契約について適用する。 

（厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和43年厚木

市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（厚木市セーフコミュニティ推進条例の一部改正） 

４ 厚木市セーフコミュニティ推進条例（平成24年厚木市条例第18号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 



○厚木市公契約条例施行規則 

平成24年12月28日 

規則第63号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、厚木市公契約条例（平成24年厚木市条例第29号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（対象委託契約の範囲） 

第３条 条例第６条第１項第２号の規定に基づき市長が別に定める契約は、次

に掲げる契約とする。ただし、条例第２条第５号に規定する労働者等に該当

しない者のみを公契約に係る業務に従事させる受注者と締結する契約を除く。 

(1) 庁舎その他の建物（その敷地を含む。）における清掃、警備（警備業法

（昭和47年法律第117号）第２条第５項に規定する機械警備業務に関するも

のを除く。）、駐車場管理、窓口受付、案内又は電話交換に関する契約 

(2) 道路、公園その他の施設の清掃に関する契約 

(3) 給食の調理に関する契約 

２ 条例第６条第１項第２号の規定に基づき市長が別に定める管理協定は、次

に掲げる管理協定を除く管理協定とする。 

(1) 厚木市立老人憩の家条例（昭和48年厚木市条例第９号）第１条に規定す

る厚木市立老人憩の家に係る管理協定 

(2) 厚木市立社会教育集会所条例（昭和61年厚木市条例第31号）第１条に規

定する厚木市立社会教育集会所に係る管理協定 

（平30規則48・令６規則８・一部改正） 

（契約において定める事項） 

第４条 条例第７条に規定する必要な事項は、別表第１に掲げる事項とする。 

（労働報酬審議会の委員） 



第５条 条例第８条に規定する厚木市労働報酬審議会（以下「審議会」という。）

の委員は、６人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 事業者 

(2) 労働者 

(3) 学識経験を有する者 

（任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（臨時委員） 

第７条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員

を置くことができる。 

２ 臨時委員は、市長が委嘱する。 

３ 臨時委員は、特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるもの

とする。 

（委員長等） 

第８条 審議会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ

指定した委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第９条 審議会の会議は、委員長が招集する。 

２ 審議会の会議は、委員（議案に関係のある臨時委員を含む。次項及び第11

条において同じ。）の半数以上が出席し、かつ、事業者、労働者及び学識経

験を有する者である委員の各１人以上並びに議事に関係のある臨時委員がい

る場合はその１人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員



長の決するところによる。 

（意見等の聴取） 

第10条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（秘密の保持） 

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

（庶務） 

第12条 審議会の庶務は、条例主管課で処理する。 

（委任） 

第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、

委員長が審議会に諮って定める。 

（出資法人等） 

第14条 条例第９条に規定する出資法人等は、別表第２に掲げる法人とする。 

（その他） 

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第５条から第13条ま

での規定は、同年１月１日から施行する。 

附 則（平成30年規則第48号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行し、同日以後に締結する契約につい

て適用する。 

附 則（令和２年規則第８号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年規則第８号）抄 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



別表第１（第４条関係） 

番号 事項 

１ 受注者が条例第６条第１項に規定する者（以下「対象労働者」という。）

に支払う労働の対価の額は、基準額（対象請負契約又は対象委託契約（以

下「対象契約」という。）の締結時の労働報酬下限額及び当該労働に従事

した時間数を基に市長が別に定める方法により算出した額をいう。以下同

じ。）を下回らないこと。 

２ 受注者は、受注関係者が対象労働者に支払った労働の対価の額が基準額

を下回ったときは、その差額分が支払われるよう、必要な措置を講ずるこ

と。 

３ 受注者は、対象労働者の氏名、業種、労働時間その他市長が別に定める

事項を記載した台帳（以下「台帳」という。）を、労働の対価の支払後、

速やかに作成し、当該台帳の写しを市長が指定する期日までに市長へ提出

すること。 

４ 受注者は、次に掲げる事項について記載した書面を、対象契約に係る業

務が行われる作業場の見やすい適切な場所に掲示し、又は交付することに

より、対象労働者に周知すること。 

(１) 対象労働者の範囲 

(２) 労働報酬下限額 

(３) 次項の規定による申出をする場合の申出先 

(４) 次項の規定による申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解

除その他不利益な取扱いを受けないこと。 

５ 対象労働者は、労働の対価が支払われるべき日において、支払われるべ

き当該労働の対価が支払われていない場合又は支払われた当該労働の対

価の額が基準額を下回る場合は、市長又は受注者にその事実を申し出るこ

とができること。 

６ 受注者は、対象労働者から前項の規定による申出があった場合は、誠実



に対応するとともに、当該対象労働者が当該申出をしたことを理由に、解

雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いを受けないようにすること。 

７ 市長は、対象労働者から５の項の規定による申出を受け、その申出の事

実等を確認するため必要があると認める場合又は対象契約において定め

られた事項の遵守状況を確認するため必要があると認める場合は、受注者

に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に事業所若

しくは作業場に立ち入らせ、支払状況その他の必要な調査（以下「調査等」

という。）をさせることができること。 

８ 受注者は、受注関係者が１の項、６の項及び７の項の規定を受注者に準

じて遵守するよう受注関係者との契約において当該事項を定めること。 

９ ７の項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、受注者又は受注関係者から請求があったときは、これを提示するこ

と。 

10 市長は、７の項の規定による調査等の結果、受注者又は受注関係者が対

象契約において定められた事項に違反していると認められるときは、当該

違反を是正するための措置を講ずるよう受注者に求めることができるこ

と。 

11 受注者は、前項の規定により是正するための措置を講ずるよう求められ

た場合は、速やかに当該措置を講ずるとともに、その内容を市長が指定す

る期日までに市長に報告しなければならないこと。 

12 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合又は受注関係者が

第１号に該当する場合は、対象契約が契約であるときは当該対象契約を解

除し、対象契約が管理協定であるときはその指定を取り消し、又は期間を

定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができること。

(１) ７の項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告

若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨

げ、若しくは忌避した場合 



(２) 前項に規定する是正の措置を講ぜず、若しくは報告をせず、又は

虚偽の報告をした場合 

13 市は、前項の規定による対象契約の解除、取消し又は停止命令によって

受注者又は受注関係者に損害が生じた場合において、その損害を賠償する

責任を負わないこと。 

14 その他市長が対象契約において定める必要があると認める事項 

別表第２（第14条関係） 

（令２規則８・一部改正） 

名称 

公益財団法人厚木市スポーツ協会 

公益財団法人厚木市勤労者福祉サービスセンター 

公益財団法人厚木市文化振興財団 

公益財団法人厚木市環境みどり公社 

公益社団法人厚木市シルバー人材センター 

社会福祉法人厚木市社会福祉協議会 

 


